
 

（関連分野） 

教育・若者支援 

（事業の名称） 

 創業予備軍養成事業 

（関係省庁名） 

経済産業省 

事業の概要 

 （事業内容） 

失業者等で新規開業・ベンチャー創業をめざす者を、地域の中小・ベンチャー企業等で

就業させることにより、事業経営を間近に経験させて、新規開業・ベンチャー創業に必要

な経営知識・ノウハウを習得させる。なお、失業者等と中小・ベンチャー企業等のマッチ

ング、紹介等の事務は、インターンシップ仲介事業者等のノウハウを有する民間事業者等

に委託する。 

 当該事業の実施により、短期的には雇用の拡大が見込まれることに加え、中長期的には

地域における新規開業・ベンチャー創業の活性化とそれに伴う雇用機会の拡大が期待され

る。 

（事業展開に必要となる事項・規制緩和など） 

（期待される効果） 

定性的効果： 

① 新規開業、ベンチャー創業に必要な知識やスキル等を身に付けた者が増え、中長期的

には地域における新規開業・ベンチャー創業が促進される。 

② 常時人手不足気味のベンチャー企業に働き手が供給される（特に多忙な経営者等を補

佐する者の存在は大きい）。 

（先行事例） 

 全国で 20 数社以上の民間企業等が、ベンチャー企業へのインターンシップの仲介を行っ

ている（企業から仲介手数料を得ている）。 

（期間後の取扱い） 

 23 年度以降も引き続き各自治体において継続 

（関係省庁担当者連絡先） 

経済産業省経済産業政策局新規産業室 課長補佐 北村敦司 / 係長 林直樹 
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